
◎官報の発行に関する法律 
（令和五年一二月一三日法律第八五号）   

一、 提案理由（令和五年一一月一五日・衆議院内閣委員会） 

○自見国務大臣 ただいま議題となりました官報の発行に関する法律案及び官報の発行

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案について、その提案理由及び

内容の概要を御説明申し上げます。 

 まず、官報の発行に関する法律案について御説明申し上げます。 

 法令の公布等の手段である官報は、明治十六年の創刊以来、紙の印刷物として国民の

間に広く定着しているところです。 

 この法律案は、我が国のデジタル化の象徴として、官報を電子化するため、情報通信

技術を活用した官報の発行方法を定めるとともに、その他官報の発行に関して必要な事

項について規定するためのものです。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、官報の発行主体について、内閣総理大臣が官報の発行を行うことを定めるも

のです。 

 第二に、官報の掲載事項について、法令の公布等は官報をもって行うことを定めると

ともに、その他官報に掲載しなければならない事項等について定めるものです。 

 第三に、官報の発行方法について定めるものです。官報の発行は、電気通信回線に接

続して行う自動公衆送信を利用して公衆が官報掲載事項について閲覧し得る状態に置く

措置を取ることにより行うこととしています。当該措置は、必要かつ適当な期間、継続

して行うこととするほか、官報掲載事項のうち法令等については、当該期間の経過後に

おいても引き続いて、公衆が閲覧することができる状態に置く措置を取ることとしてい

ます。また、自動公衆送信により送信される情報については、サイバーセキュリティー

に関する措置として、当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示

すことができる措置等を取ることとしています。 

 第四に、インターネットを利用することができない者への配慮の措置として、電子計

算機の映像面で官報掲載事項を閲覧することができる状態に置く措置を取るとともに、

求めに応じ、官報掲載事項を記載した書面を交付する措置を取ること等を定めるもので

す。 

 第五に、災害等の事情が生じた場合において、書面の官報を掲示することにより官報

の発行を行うことを定めるものです。 

 第六に、官報の発行をした後の公文書館への移管、官報掲載事項を記載した書面の交

付等に係る業務の委託、内閣総理大臣以外の者が官報掲載事項を記録したデータベース

を構成する場合における内閣総理大臣の承認等、必要な事項について定めるものです。 

 なお、この法律案の施行期日は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内に

おいて政令で定める日としております。 



……………（略）…………… 

 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和五年一一月二〇日） 

○星野剛士君 ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、官報の発行に関する法律案は、官報の発行主体、官報に掲載すべき事項、官報

の発行の方法その他官報の発行に関し必要な事項を定めるものでございます。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る十一月十四日本委員会に付託され、翌十五日自見国務大臣から趣旨の説

明を聴取いたしました。十七日、質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、順次採決いた

しましたところ、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院内閣委員長報告（令和五年一二月六日） 

○大野泰正君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、官報の発行に関する法律案は、官報の発行主体、掲載事項、発行の方法その他

必要な事項を定めようとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、新法制定の意義、関係機関の

事務への影響、官報の閲覧、頒布、保存の在り方等について質疑が行われましたが、そ

の詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員より両法律案に反対

の旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


